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H23.6．28地域公共交通会議第 1回会議資料 1 

協議事項１ 平成 23年度事業計画 （１） 

   

 

１．これまでの経緯（H21～） 

【平成 21 年度】   

①� 地域公共交通会議 

１）地域公共交通会議立ち上げ 平成２１年６月２９日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ２）協議内容   

(1) 都留市公共交通の現状等について 

(2) 県内の地域公共交通等について 

(3) 現状のバス路線と公共施設等位置図及び時刻表などについて 

(4) 都留市にふさわしい地域公共交通の在り方に対する意見について（委員

意見交換） 

(5) 都留市にふさわしい地域公共交通キーワード・目標について 

(6) 現状の生活バス路線の実態把握（バス利用者アンケート調査）について 

(7)「“まちのカンフル剤”新たな地域公共交通システム構築」（案）について 

(8) 「都留らしい交通まちづくり」の今後の展開について 

 【意見まとめ】 

●平成22年度地域公共交通活性化協議会を発足させ、23年度地域公共交通総

合連携計画※策定の補助を受け、24年度実証運行というスケジュールになる

のではないかと思う。 

 

 

 

 

 

 

 

●都留市を住みやすいまちにするためには、誰でも移動できるまちづくりの

ための地域インフラは必要であると考える。そのためには、ワンステップ進

【目 的】市民の生活に必要な公共交通機関の維持及び利用者の利便の増進を図るため、道路 運送

法(昭和26 年法律第183号)に基づき設置 

【協議事項】(1) 公共交通の利用促進及び活性化施策に関すること。 

(2) 全市的かつ総合的な公共交通政策の推進に関すること。 

(3) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃、料金等に関すること。 

(4) その他交通会議が必要と認めること。 

【組 織】交通会議は、委員15 人以内及び幹事3 人以内をもって組織する。 

(1) 住民又は利用者を代表する者 (2) 学識経験者 (3) 山梨運輸支局長又はその指名する者(4) 

関係行政機関の職員(5) 一般旅客自動車運送事業を営む者及びその関係団体の職員(6) 一般旅

客自動車運送事業者の運転者の団体を代表する者 (7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要

と認める者 

【その他】委員・幹事の任期は 2 年 会議は原則公開（設置したときは公表） 

これまでの経緯を踏まえた今後の取り組みについて 

※地域公共交通総合連携計画の作成 

 市町村は、関係する公共交通事業者、道路管理者、公安委員会、利用者等で構成する協議会で

の協議を経て、地域公共交通の活性化・再生を総合的かつ一体的に推進するための計画（「地域

公共交通総合連携計画」）を作成することができることとします。 

※ より効果的かつ実効性のある計画作成が可能となるよう以下のような措置を講ずることとして

います。 

・公共交通事業者や利用者による地域公共交通総合連携計画の作成等の提案制度  

・公共交通事業者や道路管理者等に対する協議会の参加要請に対する応諾義務  

・協議会参加者に対する協議結果の尊重義務 
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んだ議論が必要であり、再生法による協議会を立ち上げ、計画作りやどのよ

うな実証運行が必要かなどの議論につなげていく必要があると考える。 

●都留市では、地域の協働のまちづくり推進会があり、公共交通の維持、活

性化にあたり創る、守る、愛するというテーマを持って各地域で検討したも

のを、法定協議会で議論する必要があるのではないかと思う。その結果に基

づき、コミュニティバスなどの実証運行を行うべきであると思う。 

●バス事業者としては、県内で12 市町村にバスを走らせているが、都留地区

は非常に利用者が少なくなっており、バス事業者としても今後どのようにし

ていったらよいかわからない状況にまで来ている。法定協議会へのステップ

アップを望むものである。 

●協議会で総合連携計画を策定していくが、市議会との調整も必要であると

思う。その自治体にある交通計画プランとの整合性を図る必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 22 年度】  

①地域公共交通会議 

    １）協議内容   

(1) 都留市生活バス路線維持費補助金交付要綱の改正について 

（改正事由）  

都留市では、市内におけるバス運行を維持し、地域住民の福祉を確保

するため、不採算の生活路線を運行するバス事業者に対し、補助対象経

費の1/2以内の補助金を交付してきました。  

しかしながら、近隣市町村が60～100％を補助している状況により、

バス事業者から補助率の引き上げを求められています。  

現状では、各地域を運行する路線バスは、市民の貴重な交通手段です。

高齢者をはじめとする交通弱者の交通手段を確保するため、補助率の見

直しを目的として、都留市生活バス路線維持費補助金交付要綱の改正を

行いました。 

(2) 新たな地域公共交通システムの構築に向けた取り組みについて 

           「低炭素地域づくり面的対策推進事業」について事業の内容の説明 

 

②低炭素づくり面的対策推進事業（都留市をフィールドとした環境省の委託事業） 

     「低炭素地域づくりに関するアンケート」で路線バスの利用実態等について調査を行

い、新公共交通への利用転換による二酸化炭素排出量の削減効果や実証運行に向けた可

能性などについて調査を行いました。 

     この結果、二酸化炭素排出量を抑えられるという観点(輸送システムの効果的な運行）

から、いくつかの路線において、新たな交通手段、現状の路線バスの路線変更、運行時

◎この時点においては、「地域共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づく、地域公共交通総

合連携計画の策定並びに実施機関と位置付けられている法定協議会の設置及び協議会が主体とな

る3年計画の実証運行を行うことしました。 

 しかし、国の事業仕分けにより、この事業が一新されたこと、また、低炭素地域づくりに関す

る調査事業（「低炭素地域づくり面的対策推進事業（環境省）」）において、同様の調査事業に

対し補助が得られるとのことから、同事業を活用することとし、年度末にこの申請を行いました。 
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間の変更等について提案がなされました。 

     また、次年度(平成２３年度）において、この事業の中で実証運行を行いその結果を検

証し、低炭素地域づくり計画を策定することがまとめられました。 

 

   ※ 本市では、この実証運行の機会を有効に活用することにより、今までとちがった路線、

運行形態がどのように活用され、その利便性はどうであるか、今後の新公共交通を考え

るにあたって実効性があるか等検討することにより、新公共交通の体系を模索します。 
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２．今後の方向性についてのまとめ(新たな公共交通システム構築のための概念図） 

 

 ①公共交通会議から導き出された「検討すべき 6 つの道筋」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.実態の把握 
現状のバス路線利用者アンケート実施調査(回数、目的、改善要望など）
により、ニーズの把握や移動実態に基づく地域の実状に合った交通形態の
模索が必要 

 

４.安 全 安 心 

長年のバス事業者による安全な運行＝利用者の安心(誰でもの良いの

ではない） 

５.情   緒 

バスを本市の情緒と捉える(本市の情緒＝城下町、資源(登山）など） 

３.発想の転換 

乗って得(逆の発想）、空白地帯の乗り入れ、ゼロベース(本当に必要な

路線は）、空いているバス、タクシ―などの活用 

６.持続可能な定常社会 

高齢化社会（免許返納、交通弱者増）⇒危機的状況になってからでは

遅い 

※高齢者の運転による死亡事故は後を絶たない 

２.最低限確保 

本当に必要な方への最低限の保障（お金を出せば何でもできるはだめ） 

①路線バス、鉄道あり

きではない！ 

⇒撤退もあり得る 

 

②未来永劫負担(補助

金交付）は無理！ 

⇒悪循環のまま、効率

の悪い支出となって

しまう 

 

③市の将来構想は？ 

⇒公共交通が無い地

域 に 定 住 し た い

か？？ 

市が目指すべきところは？ 

ただ循環バスやデマンド交通といった新た

なものを走らせるだけでは実現できな

い！！ 

地域が主体となった公共交通のあり方を検討し、 
公共交通の維持、充実によりどのようなまちづくりを
するのか目標を明らかにし、必要な事業を計画的に進
めていくことが必要 

現状の課題 

これらを実現するためには・・・ 

事業者任せにただバス等を走らせていれば

よいのではない 
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  ②新公共交通の組み立てのポイント（案） 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．まとめを踏まえての今後の方向性 

 

  （１）「都留市地域公共交通総合連携計画」の策定 

     これまでのまとめを体系的に整理し、更に調査、検証を進める中、市の実態を把握し、

真に都留市にふさわしい公共交通のあり方を実現するためには、利用主体である住民と

事業主体である事業者、そして行政が共に連携・協働し合って公共交通を守り、維持し

ていく形が必要です。 

そのためには、公共交通に対する理念や目標を明らかにし、互いに共通の認識の中で、

本市の施策の１つとして事業を計画的に進めていかなければなりません。 

     このために、本市の公共交通のあり方を示す指針として、「都留市地域公共交通総合連

携計画」を策定します。 

      

 

事業者主体の運行事情

からの脱却 

 

地域自らが自分たち

の交通手段を考える 

➣地域ニーズの反映 

公共交通を維持するため

だけでなく、公共交通を

都市活動や都市問題を解

決するための施策として

捉える 

 

収益事業から公益事業

へ 

維持のために公的投資

が正当化される時代へ 

 

利便性の向上によ

り利用者の増加を

狙う 

➣採算性は当然取

れない） 

➣高齢者や子どもたちの安全安心な
移動手段の確保、交通弱者の救済、
高齢者の健康維持対策、低炭素ま
ちづくりの観点 

 
➣交通はまちづくりであるという考

え方への展開 

 

➣住民が自分たちの交通手段を創
り、愛し、守り続けることで持続
可能となるその手段として「地域
協働のまちづくり」が立ちあがる 

 

持続可能な社会を考える 
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（２）計画策定にあたって 

①背景及び目的 

都留市の公共交通網は、市域の中央部を南北に通る私鉄 富士急行線と、都留市駅を

起点とした路線バス（富士急山梨バス）により構成されています。 

鉄道輸送については、古くから地域間を結ぶ路線として市の交通体系の重要な役割を

担っています。しかし、一日平均の乗車人員が、減少傾向にあり、JR線等との比較から、

乗車料金が路線距離に対し高く感じられるなど、更なる交通利便性の向上が求められて

います。 

バス輸送については、電車を利用できない地域や高齢者などの交通弱者対策としての

交通の確保とともに、交通渋滞の解消、環境問題への対応及び自動車事故防止の観点か

らも市民のバス利用の促進を図ることが必要となっています。また、バス事業の規制緩

和により、需給調整規制が廃止され、事業への参入が緩和されましたが、不採算路線か

らの撤退も容易になる現状の中、本市では、事業者の努力により、既存の路線は維持さ

れています。しかし、不採算路線への対応として、地域間路線であった大月―富士吉田

線などの撤退や市内の路線バスの便数の減少から、更なる乗車人員の減少を生み、現状

の大きな問題として、市民の利便性に合わせた交通の便をいかに確保していくかが大き

な課題となっています。 

一方、国では平成19 年度に「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」※１を制

定し、同法第５条に規定する計画（以下「地域公共交通総合連携計画」という。）を策

定するために必要な調査及び計画に位置づけられた鉄道・バス・旅客船・航空等の多様

な事業の具体化のために必要となる事業の実施に要する経費の一部を補助することに

より、地域の合意形成による地域公共交通総合連携計画の策定等、地域公共交通活性

化・再生に向けた環境整備が図ってきました。その後、新たな国の交通体系の方向性を

示す「交通基本法」の検討とともに、支援制度等の見直しがなされる中、新たな公共交

通維持事業の策定により、主に存続が危機に瀕している生活交通ネットワークについて、

地域のニーズを踏まえた最適な交通手段の確保、維持のため、地域の多様な関係者によ

る議論を経た地域の交通に関する計画に基づいた実施を行う取り組みを一体的かつ継

続的に支援することとなっています。 

このような背景の下、本市においても、市民の皆さんにとってより良い公共交通の実

現を目指し、交通事業者、道路・交通管理者、住民代表者等からなる既存の「都留市地

域公共交通会議」を母体に「地域公共交通活性化及び再生に関する法律」に基づく法定

協議会を組織し、地域の実状と意見等を確認し、本年度実施する実証運行において、そ

の導入可能性を検証するとともに、都留市の今後の公共交通のあり方について取りまと

める「都留市地域公共交通総合連携計画」を策定することとします。 

なお、本計画の策定にあたっては、既存の各計画との整合性を図ること、市民が主役
となってまちづくりを進めるための基本原則やルールを定めた「都留市自治基本条例」
（平成２１ 年４ 月1 日施行）における3つの基本原則、「１情報共有」「２参加・参
画」「３協働」に則り、パブリック・コメントによる情報共有や意見の反映を行い、市
民のみなさんと共に作り上げる計画とします。 

 

※１ 主務大臣による基本方針の策定、地域の関係者の協議を踏まえた市町村による地域公共交通総合連携計画の作

成、地域公共交通特定事業の実施に必要な関係法律の特例のほか、複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両または

船舶を用いて一貫した輸送サービスを提供する新地域旅客運送事業の円滑化を図るための鉄道事業法に係る事業許

可の特例等について定めている。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E8%87%A3
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%8A%E4%B8%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%88%B9%E8%88%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84%E9%81%93%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%B3%95


- 7 - 

 

 

② 「都留市地域公共交通総合連携計画」を策定する上での検討フロー(案) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都留市の概況及び

上位計画の位置づ

け 

 都留市の地理的
条件や道路網の状
況、人口分布、施設
立地などの特性を
把握・整理する 

公共交通の現状 

新たな公共交通
体系の構築に向け、
路線バス、私鉄、タ
クシーなどの運行
経路や運行状況な
どを把握する。 

利用者意向の把握 

 
路線バス、私鉄な

どの利用状況把握
のためアンケート
調査などにより利
用者の意向を把握
する。 

市民意向の把握 

 

市民の公共交通
に対する意向を幅
広く把握するた
め、アンケート調
査及び地域別に意
見聞き取りを行
う。 

都留市における公共交通の課題の整理 

 交通の現状やニーズなどを踏まえ、都留市における地域公共交通の問題・課題を整理する。 

公共交通の課題への対応 

 調査検証をもとに地域公共交通の問題・課題を洗い出し、対応策をまとめる。 

 「都留市地域公共交通総合連携計画」の策定 

新たな地域公共交通体系での運行の実施及び活性化への取り組み 

「都留市地域公共交通総合連携計画」を受けて、新たな公共交通体系において運行を実施す

る。 

実証運行の実施 

 地域の実情を踏まえ、地域に合った公共交通体系の実証運行を実施する。 

 

実証運行による実態調査 
 実証運行による利用者の意向調査、市民意識調査の実施により、検証を行う。 

市内公共交通システムにおける現状の把握 
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③ 計画策定の流れ 

「都留市地域公共交通総合連携計画」は、都留市地域公共交通会議の場での議論、その結果に対する

市民の皆さんの意見を踏まえながら策定します。 

「都留市地域公共交通総合連携計画」の策定までの流れは以下に示すとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.市内現状分析(～8月） 

２.実証運行に関する計画策定(7～8月） 

３.実証運行実施(10～11月） 

 
 
 
第 1 回会議 

・現状の確認 

・実証運行計画に

ついて 

（H23.6.23） 

 

第 2 回会議 

・実証運行の 

実施状況の確認 

・住民への啓発活

動について 

・現状課題の把握

(7 月） 

 

 

 

 

第 3 回会議 

・実証運行検証 

・課題と今後の運

行体系等都留市

の公共交通の方

向性の検討 
・計画の基本方針
等案の協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 回会議 

新たな運行体系

等計画の検討(11

～12月） 

 

・次年度予算の検

討(11 月） 

 

 

 

第 5 回会議 

公共交通計画(素

案)への意見収集

と調整(1～2 月） 
 
 

４.実証運行評価（11～12月） 

◆既存資料分析既存資料 
◆市民アンケート分析 
◆地域意向調査分析 

 

５.他の交通手段も含めた新たな（４月以降）公
共交通体系の検討(11～12月） 

６.都留市公共交通総合連携計画策定(12～2

月) 

◆運行事業者選定 
◆実証運行計画策定 
◆バス停、利用料金等の設定 
◆利用者・運行事業者説明会 
◆広報活動(チラシ・広報など) 

◆期間 ：10月～11月 
◆運航日：期間中平日 
◆利用者：全市民 
◆実証予定体系：循環バス及びデマンド
交通の実施 
◆地域の意見を聴取、利用状況を検証 

◆利用者アンケート調査 
 ・運行期間随時  
 ・車内配布 
◆運行データ分析 
 (利用者推移、乗降場利用状況等) 
◆地域等の意見を聴取、利用状況を検証 

◆運行形態、料金等の検討 

◆計画の検討（H23.12 月） 
◆計画素案に対する意見募集（H24.1
月） 
◆計画案の決定（H24.2 月） 

 

 

 

 

 

 

実証運行実施に

あたっての地域

説明会の実施 

（7～8月) 

実証運行におけ

る路線該当地域 

 

市全域に向けた

啓発事業 

実証運行への協

力依頼（8,9 月） 

 

 

利用者、旅客運

送事業者、企業、

各種団体におい

て、公共交通利

用 に 対 す る 実

態、活用に向け

ての意向調査 

（8～11月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来を拓くまち

づくり会議にお

いて素案に対す

る意見の募集 

（12～1月） 

パブリック・コ

メントの募集 

(1 月） 

 

 

 

 

第 1 回会議 

・現状の確認 

・実証運行計画

について 

（H23.6.28） 

 

第 2 回会議 

・実証運行計画

について（(料金

体系、ダイヤ変

更等の決定) 

・実施後のアン

ケート調査につ

いて 

（H23.7 月） 

 

 

 

 

第 3 回会議 
・各種調査事業
の実施とデータ
の分析 
・地域ごとの運
行計画の検討 
・計画の概要の
検討 
・計画の基本方
針等概要の協議 

(11月） 

 

 

 

 

第 4 回会議 

・実証運行実施

結果の検証 

新たな運行体系

等計画の検討

(意見募集） 

(H23.12） 

 

 

 

第 5 回会議 

運行計画（案）

の策定（H24～26

年）（H24.2 月） 

関係自治会・市

民・利用者、地

域協働のまちづ

くり推進会 

 

 

都留市地域公

共交通会議(地

域公共交通活

性化協議会） 

 

 

都留市企画推進

局地域公共交通

検討班 

事業内容 


